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〈アドバイス〉 

●  大手電話会社が自動音声アナウンスを利用して                 
お知らせすることはありません。 

●  電話で身に覚えのない料金を請求したり、                    
個人情報を聞き出そうとしますので、絶対に                    
相手にせず、すぐに電話を切りましょう。 

●  非通知や知らない番号からの電話には出ない、                 
かけ直さないことが、トラブル防止に効果的です。 

●  不安を感じる場合は、消費生活センターや警察に相談しましょう。 
 

まもりん    みもりん    

〈相談事例１〉 

 契約している大手電話会社から、自動音声アナウンスの電話があった。「このお電話

は使用できなくなります」と案内されたため、音声指示に従って番号を押したらオペ

レーターとつながった。住所と名前を聞かれ、居住区と名字だけ答えたが、怪しいと

思って問いただしたら電話が切れた。                   （８０歳代 男性） 
 

〈相談事例２〉 

 携帯電話に、契約していない大手電話会社を名乗る事業者から、「未納料金が発生

している。放置すると法的措置を取る」という自動音声の電話があった。 

(５０歳代 男性）

📞〈🔊こちらは、○○です。 

このお電話は使用できなくなり

ます。１番を押してください。〉 

 

北九州市立消費生活センター【ウェルとばた 7Ｆ】     ☎８６１－０９９９ 

小倉北相談窓口【小倉北区役所西棟１F】          ☎５８２－４５００ 

小倉南相談窓口【小倉南区役所３Ｆ】              ☎９５１－３６１０ 

八幡西相談窓口【八幡西区役所ｺﾑｼﾃｨ４Ｆ】           ☎６４１－９７８２ 
 

※戸畑、門司、若松、八幡東各窓口の面談による相談は、 

消費生活センター☎８６１－０９９９へ電話でご相談ください。 

消費者ホットライン☎１８８（いやや） 

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） 

 


